
・報償費 15,000円（3,000円×5名）
・需用費 13,000円（表彰状・ヒーローカード製作）

５名程度

広報や香南市産業振興計画分野別部会から、自薦・他薦問わず選出。
香南市産業振興計画合同部会（策定委員・部会委員）において選考
し、市長より表彰する。

香南市内で「農林業」「水産業」「商業」「工業」「観光」に従事
（自営業主含む）し、次のすべてを満たす方
①市内に在住、在勤または在学する個人
②優れた技能または活動により、他の者の模範と認められる方
③香南市産業振興計画に基づく取り組みをされている方

【商工観光課】

香南市において、農林業・水産業・商業・工業・観光に従事し、優れた技能で各産業の振興・発展に大きく貢献している方を称
えるとともに、香南市産業の更なる振興を図ることを目的とし「香南市産業振興計画表彰」を実施。
表彰者を産業振興の立役者「ヒーロー」として認定し、その存在を通して香南市産業の魅力向上だけでなく、魅力を「濃く」

「深く」周知することで、多様な担い手の確保・人材育成の支援や持続可能な交流人口・関係人口を創出し、香南市産業振興計画
の目指す将来像「次代を担う若者が、地域で誇りと希望を持ち、産業の新たな担い手となって活力が保たれる香南市」の実現に取
り組むことを目的とする。

対象者

選考方法

表彰人数

事業費

R8.  4月 要綱制定
5月 香南市産業振興計画策定委員会・分野別部会説明
6月 募集開始

10月 選出・選考、市で最終決定
11月 表彰式・取材

R9. 1月～ 香南ケーブルテレビにて放送

スケジュール

（新規）香南市産業振興計画表彰 事業
～香南市ヒーロー発見プロジェクト！！～

①産業振興計画 表彰（ヒーロー認定）
各産業（農林業・水産業・商業・工業・観光）で活躍している方を、

香南市産業振興計画策定委員会でヒーロー（プロフェッショナル）と
して認定し、ヒーロー賞及び記念グッズを授与する。

②活動のPR（見える化）
香南ケーブルテレビに協力依頼し、ヒーローの活躍を取材し、一定

期間シリーズ化して放送。
産業の魅力を「濃く」「深く」PRし、新たなヒーローの発見・育成

につなげていく。

事業内容

資料4



ヒーローの役割と活動 
 

【役割】 

 「次代を担う若者が、地域で誇りと希望を持ち、産業の新たな担い手となって

活力が保たれる香南市」の実現を目指して、次の役割を担う。 

①香南市の産業の魅力を広く周知する。 

②多様な担い手確保や人材育成支援の機会を創出する。 

③持続可能な交流人口・関係人口を創出する。 

 

【活動】 

①香南市広報や香南ケーブルテレビ等の取材協力  

 ヒーローの仕事姿や熱意、今後の取り組みなどを取材し、仕事（産

業）の魅力を広く発信する。（例：市広報、市 HP への掲載、香南ケ

ーブルテレビでの放送など）  

 

②ヒーロー自身が活動（仕事）について、SNS 等で情報発信  

 市が関連する媒体だけでなく、ヒーロー自身が活動を広く周知す

ることにより、多くの人に情報を届け、産業を知ってもらう機会に

する。  

 

③出前講座などへの協力  ※学校の希望があれば。  

 学校など香南市の産業を学ぶ授業において講師を務め、ヒーロー

自身の仕事の魅力やここに至るまでの背景（ストーリー）を伝える

ことにより、「香南市のヒーローはかっこいい！」、「やっぱり香南市

がえい！」と感じてもらえる機会にする。  

 

④体験イベントなどへの協力  ※無理のない範囲で。  

 実際に産業の魅力を肌で感じてもらい、深く理解する機会を創出

することにより、子どもたちの憧れや目標、将来の職業選択の可能

性など様々な発見の機会にする。また、市内外の方にも体験しても

らうことで、交流人口・関係人口の増加につなげる。（例：1 日弟子

入り体験、工場見学、ものづくり体験、職業体験、収穫体験など） 

 

⑤ヒーロー会議  

 異業種交流により、連携して取り組めることの検討や①～④の取

組を共有し、ブラッシュアップにつなげる。  



 

○香南市産業振興計画表彰要綱  

令和８年３月９日  

告示第21号  

（目的）  

第１条  この告示は、香南市の農林業・水産業・工業・商業・観光（以下「各産業」

という。）の振興に功労のあった者を表彰し、その魅力を広く周知することにより、

香南市産業振興計画の目指す将来像の実現に取り組むことを目的とする。  

（表彰の対象）  

第２条  表彰の対象となる者（以下「被表彰者」という。）は、香南市内において各

産業に精励し、次の各号のいずれにも該当する者とする。  

(１) 香南市内に在住、在勤又は在学している者  

(２) 優れた技能を有し、他の技能者の模範と認められる者  

(３) 引き続きその職業に従事する者又は同一職業の指導的立場にある者  

(４) 香南市産業振興計画に基づく取組をしている者  

（欠格条項）  

第３条  前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、表彰の対象としな

い。  

(１) 刑に処せられた者（刑の言渡しが失効した者を除く。）  

(２) 市町村税（国民健康保険税又は国民健康保険料を含む。）を滞納している者  

(３) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則（平成 25年香南市

規則第２号）第２条第２項第５号に該当する者  

(４) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

(５) その他市長が表彰することが適当でないと認める者  

（被表彰者の推薦）  

第４条  被表彰者を推薦する者は、香南市産業振興計画表彰推薦書（別記様式）を市

長に提出しなければならない。  

２ 前項の規定による推薦は、自薦又は他薦を問わないものとする。  

３ 第１項に規定する推薦書の提出は、毎年８月 31日までに行うものとする。  

（選考等）  

第５条  被表彰者の選考は、あらかじめ香南市産業振興計画策定委員会及び香南市産



 

業振興計画推進分野別部会に諮り、市長が決定するものとする。  

（被表彰者の数）  

第６条  被表彰者は、５人程度とする。  

（表彰）  

第７条  表彰は、毎年11月に行う。ただし、特別の事情があるときは、他の時期に行

うことができる。  

２ 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。  

（その他）  

第８条  この告示に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則  

この告示は、令和８年４月１日から施行する。  



 

 



 

 



香南市産業振興計画表彰　選考シート（個別）

【審査員名：　　　　　　　　　　　　】

候補者名 推薦者数 人

評価項目 優（3） 良（2） 可（1）

技術・知識

未来への志

憧れ

地域貢献

今後の期待

選考総合判断：　認定可　・　認定不可

候補者への一言

地域活性化につながる活動となっているか。

次世代向けの活動や異業種連携など、新たな活動に期待できるか。

選考員（全員）の所見

評価

各評価の集計

選考員（個人）の所見

着眼点

この人ならではの技術や深い知識を持っていると感じられるか。

活動分野において、振興・発展への熱意や信念が感じられるか。

次世代に憧れられる存在となりそうか。


